
法改正に伴う検討内容の整理 

改正事項 法改正の概要 本市制度の現状 
環境管理部会での 

検討内容（案） 

対
象
事
業
の 

追
加 

交付金事業を対象事業

に追加 

（政令改正：風力発電

所を対象事業に追加） 

補助金の交付金化に伴い，交付金の公布対象事業につい

ても法対象事業とする（第２条） 

（政令改正：風力発電所を対象事業とする） 

補助金の交付等を条例の対象事業の要件

としていない 

風力発電所について，対象事業としてい

ない 

交付金事業については

検討不要 

☆風力発電所の対象事

業への追加の必要性 

※規則において規定 

方
法
書
作
成
前

の
手
続
の
創
設 

計画段階配慮書の手続

の新設 

事業計画の立案の段階で，事業の位置，規模等を選定す

るにあたり環境の保全のために配慮すべき事項について

検討を行い，検討結果を記載した計画段階配慮書を作成

し，当該配慮書を公表することを事業者に義務づける

（第３条の２～第３条の１０） 

規定していない ☆計画段階配慮の手続

の新設の必要性 

方法書における説明会

の開催等の義務化 

方法書段階における要約図書の作成及び説明会の開催を

事業者に義務づける（第６条，第７条の２） 

規定していない ☆方法書段階の要約図

書の作成及び説明会の

開催の義務化の必要性 

電子縦覧の義務化 インターネットの利用等による環境影響評価図書の電子

縦覧を事業者に義務づける（第７条，第１６条，第２７

条） 

規定していない ☆電子縦覧の義務化の

必要性 

評価項目等の選定段階

における環境大臣意見

の技術的な助言を規定 

評価項目等の選定段階においても，環境大臣から主務大

臣に意見を述べることができるものとする（第１１条） 

条例の手続の中に環境大臣の関与はない 検討不要 

方
法
書
・
準
備
書
・
評
価
書
の
手
続
の 

改
正 

政令で定める市から事

業者への直接の意見提

出 

事業の影響が単独の政令で定める市の区域内のみに収ま

ると考えられる場合は，市長から事業者に直接意見を述

べるものとする（第１０条，第２０条） 

条例対象事業について，市長が直接意見

を述べている 

 

検討不要 

 

事
後
調
査
の

手
続
の
改
正 

環境保全措置等の公表

等の手続の具体化 

環境保全措置の実施状況や事後調査の結果について，報

告書を作成し，公表することを事業者に義務づける（第

３８条の２，第３８条の３） 

環境保全措置の実施状況や事後調査の結

果について，事後調査報告書の作成は規

定しているが，公表については規定して

いない 

☆事後調査報告書の公

表の義務化の必要性 
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